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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、法令遵守に基づく企業倫理を重視しつつ経営の透明性および公明性を確保し、また迅速かつ適切な意思決定を図る観点から、コーポ
レート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

（１）政策保有に関する方針

当社の属する射出成形機事業は、様々な分野の業種で活用されており今後、更に拡大していくことが見込まれます。また、当社におきましても世
界規模で競争を勝ち抜き、調達・生産・開発・営業と全ての過程において様々な企業との協力関係が必要不可欠であります。このため、事業戦略
や関係企業との事業上の協力関係の強化を総合的に勘案し、当社の企業価値の向上、成長を図るため政策保有株式を保有しております。当社
は直近事業年度末の状況に応じ、保有の意義が希薄と考えらえる政策保有株式については、できる限り速やかに縮減していく基本方針のもと、
毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、政策保有の意義、経済合理性等を検証し、保有継続の可否や保有株式数を見直します。

（２）政策保有株式の検証と報告

当社は、営業上重要な政策保有株式について、政策保有に関する方針に基づき、業績、配当政策等を総合的に検証し、取締役会において決定し
ております。

（３）議決権行使にあたってのプロセス

議決権行使にあたっては、社内基準で定める議決権行使基準に基づき、客観的に判断して行っております。

【原則１－７】

当社は、役員との利益相反取引について、会社法で定められた手続きを遵守するとともに取締役会での承認報告を要することとしております。ま
た、生産、調達、営業活動等において法令を遵守した取引を行う様、「日精樹脂工業行動憲章」および「コンプライアンス規程」において定めてお
り、全従業員を対象に年４回実施するコンプライアンス研修会において教育研修を実施し、内部監査部門がその有効性を監査する体制を整備して
おります。

【原則２－４－１】

当社は、男女問わず優秀な人材を積極的に登用することに努めております。課長級以上の管理職に占める女性管理職の比率は4.2％、外国人管
理職の比率は2.8％、中途採用者の管理職の比率は11.1％であります。人事部担当の取締役がキャリア開発のためのキャリア面談を実施してキャ
リアアップ計画を作成するほか、社員の階層別研修会を通じた幹部社員の育成を実施していますが、特に女性社員向けのアドバンス研修を通じ
たリーダー候補者の育成を行っており、女性管理職の比率8％を目標としております。

【原則２－６】

当社では、企業年金の運用管理担当部署を人事部と定めております。人事部では、専門の人員を配置し、金融機関の研修会等に積極的に参加
して、企業年金の運用受託機関に対する監督機能を強化、発揮するための人材の育成および人材の計画的な配置に努めております。

【原則３ー１】

当社は「世界の日精　プラスチックをとおして人間社会を豊かにする」を経営理念としております。

上記の経営理念に基づき、取締役会において経営計画の策定、情報開示等の決定をしております。

（１）会社が目指す姿（経営理念等）や経営戦略、経営計画

１．真のグローバル経営の強化

２．グローバル市場への積極的展開による販売増強

３．グローバル生産体制の強化

４．グローバルリスク管理体制の強化

（２）本コードに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、法令遵守に基づく企業倫理を重視しつつ経営の透明性および公明性を確保し、また迅速かつ適切な意思決定を図る観点から、コーポ
レートガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

経営陣幹部と取締役の報酬は優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社グループの業績向上および企業価値の増大に向けて職責
を負うことを考慮し、現金報酬としては、固定報酬としての基本報酬および業績連動型報酬、非金銭報酬としてストック・オプション報酬で構成して
おります。取締役会において決議した「取締役の報酬等の決定方針」に基づき取締役および社外取締役で構成する報酬委員会において経営陣幹
部・取締役の職位に応じ、さらに経営環境等を勘案して策定し、取締役会の決議により決定しております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

取締役会での取締役候補者の選解任につきましては、役付取締役および社外取締役で構成する指名委員会において、管掌予定の部門に関する
専門知識を有していること、人格、見識等を総合的に判断して選考し、取締役会に提案いたします。

また、代表取締役を含めた経営陣幹部の選解任につきましては、任期中における会社業績への貢献度および毎年実施する取締役会の評価結果
に基づき、指名委員会に次期の候補者として可否を議論し、取締役会に提案しております。

監査等委員である取締役においては、監査等委員会として活動の充実、強化、取締役の監査が出来る人物を選考しております。

（５）取締役会が上記（４）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名につ
いての説明



取締役、監査等委員である取締役候補者の選解任基準および個々の指名理由については「株主総会招集ご通知」「コーポレートガバナンス報告
書」上に記載し、公表しております。

【原則３－１－３】

当社が製造、販売するプラスチック射出成形機で生産するプラスチック製品は、人間社会を豊かにしてきた半面、マイクロプラスチック問題等の環
境問題が生じております。当社ではこうした人間社会の豊かさと自然社会のサスティナビリティに対し、戦略的な活動を実施してまいります。

（１）気候変動およびTCFDに対する課題

　当社グループは、地球規模での環境保全への対応につき経営の重要課題の一つとして捉えております。グローバル視点による経営の基本を環
境面から考え、海洋プラスチック問題や脱炭素社会の実現、資源環境システムの構築といった問題に対し、各施策を推し進めてまいります。具体
的には当社ホームページに記載の統合報告書をご覧くささい。

http://www.nisseijushi.co.jp/corporate/kankyo.php

（２）人的資本への投資

　当社は、当社グループが持続的に成長を続けていくため人材育成として人材価値の向上を図っております。具体的には正社員の階層別研修、
営業マン、サービスマン研修、管理職研修、海外現地法人財務担当者会議、女性アドバンス研修等の社内研修会を定期的に実施しており、多様
なバックグラウンドを持つ従業員が夫々のステージで十分に能力を発揮できる職場環境の整備を進めております。

（３）知的財産への投資

　当社は創業時、成形加工業を営んだ後、射出成形機メーカーとして組織変更いたしました。このような経緯から当社技術開発は常に「成形現場
が着眼点」であり、その結果として企業理念である「世界の日精、プラスチックを通して人間社会を豊かにする」の達成を目指しています。当社が開
発の軸を置く「成形現場を着眼点」として射出成形機がいかにあるべきか、「他社にない発想」に基づく商品開発を心掛けています。これらはいず
れも、環境改善を図ることを前提にしており、具体的には1973年には樹脂使用量削減を目的とした異材質混合技術を開発、1993年には早くも生分
解性樹脂にウォールナット粉を機上でダイレクトブレンドする成形技術、リサイクル材をコア層使用するサンドイッチ成形を開発いたしました。1998
年には、パルプとでん粉を主材料とする紙成形を実用化、2009年にはPLA成形法「N-PLAjet（耐熱シリーズ）」を開発し、食器などに実用されていま
す。2016年には「N-PLAjet（薄肉シリーズ）」を開発いたしました。

　当社の主力商品である射出成形機におきましては、創業以来、回転ラムインラインスクリュ射出機構、2色成形機、静かな成形機、二軸延伸ブ
ロー成形機等を他社に先駆けて市場投入し、業界を牽引してまいりました。国内同業他社が主力商品を電気式射出成形機に移行した中、当社で
は油圧源をサーボモータで駆動する「ハイブリッド式射出成形機」を開発、電気式との2本柱を展開しています。電気式射出成形機では一般にトグ
ル式型締機構を採用し、ハイサイクル成形を得意とする長所があります。当社ハイブリッド式では直圧型締機構を採用し、型締力を均一に金型に
伝達する高品質な成形を長所としています。この特性を利用し、当社はハイブリッド式を前提とした省エネ成形法「N-SAPLI」を開発しました。成形
品のショートショットやヒケ等の不良対策、サイクルアップ、金型・成形機の耐久性向上とメンテナンス頻度低減等に効果を発揮しています。さらに
当社ハイブリッド式の魅力を更に高めるため、従来機に対して2クラスコンパクトし、省スペース化を実現したハイブリッド式横型機FWXシリーズを
開発、これにより成形工場の単位面積当たりの成形機収容台数を30%増やすことができます。また、回転テーブルを従来機より30%低い1mに統一
したハイブリッド式低床竪型TWXシリーズも、その作業性から好評を得ています。

　なお、当社の保有する産業財産権数は2023年3月末現在699件（国内外申請中含む）となっています。

【原則４－１－１】

取締役会は、事業を推進していく中で、経営戦略の策定、執行、監査・監督を適切に行うために、多様な経験、知識、高い専門性と見識を有する
者を取締役とすることが極めて重要であります。またこれによって、適切に責任・役割を果たすことが可能となり経営のレベルを高めることが可能
となります。

上記を前提として当社取締役会では①会社法及び他の法令に規定された事項②定款、取締役会規程において定められた事項③株主総会におい
て委任された事項④その他の経営上の重要事項について決議を経るものとしております。

とりわけ、中期経営計画等の経営戦略については、経営陣から提案された事業戦略案を取締役会において十分に協議し社内取締役および豊富
な経験と高い専門的見識を持つ社外取締役が多面的な観点からリスクテイクを行い実行性を確保しております。

【原則４－９】

当社の社外取締役の独立性基準は、東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、取締役会で審議検討することで、独立社外取締役の候補者
を選定しております。また、独立社外取締役の選任基準は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。

【原則４－10－１】

当社では、取締役会の下に独立した役付取締役３名および社外取締役４名で構成する指名委員会と報酬委員会を設置しており、各委員会から答
申を受けた取締役会では、社外取締役から有用な意見が述べられ、慎重に議論を重ねた上で決定する体制を整えております。取締役候補者の
選定につきましては、当社事業における必要なスキル、経験に加え、ジェンダー、国籍等の多様性の観点を含めて議論を実施しております。後継
者の育成計画については引き続きロードマップに基づいた議論を指名委員会で実施してまいります。また、指名委員会、報酬委員会の構成メン
バーは過半数が社外取締役となっております。

【原則４－11－１】

（１）取締役候補者の選定条件

　当社グループの営む事業であるプラスチック射出成形機の技術、製造、販売、管理等に関する適切かつ機動的な意思決定および業務執行の監
督を行うことができるように、社内取締役については、上記事業に関する専門的な能力、知識・知見を有する人材を候補者とし、社外取締役につい
ては、ステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して多様な価値観による問題提起を積極的に行うことができる人材（性別、
年齢、国籍を含む）を候補者とすることを基本方針としております。

（２）スキルマトリックス

　当社では、取締役の能力・経験・スキルについてマトリックスを作成し、株主総会招集通知の参考書類および統合報告書にて開示しております。
当社グループが営む事業であるプラスチック射出成形機の技術、製造、販売、管理に関する適切かつ機動的な意思決定および業務執行を行うこ
とができるように、社内取締役については、上記事業に関する専門的な能力、知識、知見を有する人材を候補者とし、社外取締役は当社事業の経
営監督を全うできる人材をそれぞれの専門的分野の知見、経験等を基に候補者としております。

【原則４－11－２】

当社は、社外取締役を含め取締役候補者、取締役の重要な兼職状況を「株主総会招集ご通知」の事業報告や参考書類に記載、開示しておりま
す。また、社外取締役については、その兼任状況をコーポレートガバナンス報告書「２．１　機関構成・組織運営等に関する事項【取締役関係】」に
記載しております。社内取締役・常勤監査等委員については、上場会社の役員を兼任しておりません。

【原則４－11－３】

当社の取締役会では、期末に「取締役の職務の適正性を確保する体制」について自己評価と検証を行い、必要に応じて次年度の実効性の確保に
反映させております。

取締役会は取締役会規程に基づき原則月１回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。また、経営方針等の重要事項については、
取締役会に先立ち経営会議において審議することとしております。さらに経営会議には社外取締役が出席し、法令・定款・リスク管理等の観点から
積極的に意見を述べ、その意見は取締役会の決議および取締役・執行役員の業務執行に反映しております。2023年3月期の取締役会の評価の
概要は以下のとおりであります。

・取締役会の構成は、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い社外取締役の員数が増加し、経営の透明性の確保に加え、メンバーも外国
籍、女性と多様性が確保された。今後は社外取締役が取締役会に占める割合を高めていくことが課題となる。

・指名、報酬委員会は第67期より社内取締役３名、社外取締役４名の７名体制と過半数が社外取締役となり、より透明性の高い議論が期待でき
る。監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、業務執行取締役の任期が１年となったことから各取締役の業務執行状況の評価を行い、候補



者の指名、報酬案の上程等の重要性が増加することとなり、取締役会と連携して透明性、納得感のある仕組みが一層重要となる。

・ステークホルダーとの対話については、第67期より統合報告書を発行したことでIRに加えて、中計、ガバナンス体制、技術開発の取組、サステナ
ビリティ関連の取組について開示が一層充実した。

・全ての取締役に対して新任研修の斡旋、取締役ガイドブックの配布に加え、自発的に会社負担で研修会を受講できる環境が整備されている。ま
た社外取締役に対しては、専門的な内容について分かり易く説明する機会が設けられている。

・取締役会の運営については、審議事項が事前に整理されており十分に議論する時間が設けられている。議題資料も詳細で分かり易いが、サマ
リー版等の社外取締役への配慮も検討する必要がある。また、会議前の限られた時間の中でどれだけ事前に資料を配布できるかが課題となる。

・監査等委員会の活動については、常勤監査等委員が全ての会議に出席して情報を取集し、他の監査等委員と情報共有が図れる体制を整備し
ている。また、必要に応じて常務取締役より監査等委員である社外取締役に情報提供および説明がなされている。

・内部監査室の監査状況については、監査報告書が全ての取締役が回覧できる状況であり、内部統制の状況につき取締役間で共有されている。

・業務執行に伴う外部専門家（各取締役が担当部署ごとに、海外Ｍ＆Ａ事案の弁護士、経営企画部での弁護士、人事部における弁護士、海外不
良債権回収案件の弁護士、財務部における税務、会計の専門家、技術本部における弁理士等）の活用状況について状況を取り纏めて活用した
内容を把握する必要がある。

【原則４－14－２】

当社は、年２回、取締役および幹部社員を召集した経営説明会等を実施し、経営陣幹部、業務執行取締役からの業務執行状況等の発表を行うと
ともに、業務執行取締役においては、四半期毎に自部門の進捗状況の分析評価を行い、経営陣幹部のヒアリングを通じて検証、評価を行うトレー
ニングを実施しております。また新任役員へ斡旋する外部研修会のほか、社外役員を含む取締役が自らの判断および会社が必要と認めた場合、
会社の負担において参加できることとしております。

【原則５－１】

当社は、機関投資家に対して半期毎、決算説明会を開催し、このほかスモールミーティングや個別訪問取材等を行っております。一方で機関投資
家のみならず個人株主との建設的な対話についても積極的に実施しております。また、最も重要な場の一つとして株主総会を位置付けており、株
主からの質問に対して誠心誠意回答し、株主からの意見は会社経営の参考にさせていただくこととしております。その他、統合報告書において事
業計画、会社が目指す姿を代表取締役社長のインタビュー記事を中心に発信すると同時に、技術開発への取組み等の当社事業の中核となる情
報を開示してまります。また、日常における電話での問合せについてもIR担当部門において対応しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社アオキエージェンシー 1,889,400 9.69

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,499,900 7.69

日精樹脂工業取引先持株会 1,488,600 7.63

NOMURA　CUSTODY NOMINEES　LTD-TK1　LIMITED 1,362,500 6.99

株式会社八十二銀行 966,000 4.95

依田　穂積 645,760 3.31

前田　陽太 410,000 2.10

三菱UFJ信託銀行株式会社 346,000 1.77

株式会社長野銀行 343,600 1.76

日精樹脂工業株式会社従業員持株会 341,475 1.75

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 プライム、名古屋 プレミア

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 17 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

平　洋輔 税理士

スティーヴン　ブルース　ムーア 他の会社の出身者

成澤　一之 他の会社の出身者 ▲

西田　治子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

平　洋輔 　 ○ 独立役員であります。

社外取締役の役割は、独立の立場から取締役
の職務の執行を監視し、適切なコーポレートガ
バナンスの確保を図ることにあると考えており
ます。

平洋輔氏につきましては、税理士として財務お
よび会計に精通し、高度な専門知識を有してお
り、当社の社外取締役および独立役員として適
切であると判断したものです。

また当社と平洋輔氏においては、当社の意思
決定に対して影響を与える取引関係は無いも
のと認識しております。

スティーヴン　ブルース　ムーア 　 ○ 独立役員であります。

社外取締役の役割は、独立の立場から取締役
の職務の執行を監視し、適切なコーポレートガ
バナンスの確保を図ることにあると考えており
ます。

スティーヴンブルースムーア氏につきまして
は、プラスチック業界専門誌等での勤務経験か
らグローバルな視点でプラスチック産業全般に
精通し、高度な知見を有しており、当社の社外
取締役および独立役員として適切であると判断
したものです。

また当社とスティーヴンブルースムーア氏にお
いては、当社の意思決定に対して影響を与え
る取引関係は無いものと認識しております。

成澤　一之 ○ ○ 独立役員であります。

社外取締役の役割は、独立の立場から取締役
の職務の執行を監視し、適切なコーポレートガ
バナンスの確保を図ることにあると考えており
ます。

成澤一之氏につきましては、過去に他の会社
の代表取締役を務め、会社経営に関する高い
見識を有することから、当社の監査等委員であ
る社外取締役として適切であると判断したもの
であります。

また当社と成澤一之氏においては、当社の意
思決定に対して影響を与える取引関係は無い
ものと認識しております。

西田　治子 ○ ○ 独立役員であります。

社外取締役の役割は、独立の立場から取締役
の職務の執行を監視し、適切なコーポレートガ
バナンスの確保を図ることにあると考えており
ます。

西田治子氏につきましては、一般社団法人の
代表理事等の非営利活動法人の運営に携
わっていることおよび過去の勤務経験より企業
経営、ガバナンスに関する豊富な知見と高い見
識を有していることから、当社の監査等委員で
ある社外取締役として適切であると判断したも
のであります。

また当社と西田治子氏においては、当社の意
思決定に対して影響を与える取引関係は無い
ものと認識しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性



全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

常勤である監査等委員を含めた監査等委員会を補助すべき選任の補佐部署として監査等委員会室を置いております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を開催する等、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報交換を行うこととし、内部監査部門との連携
については、事業所往査の実施、内部監査部門から監査結果の報告を受け、内容を聴取するなど、緊密な連携を随時図ることとしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 7 3 3 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 7 3 3 4 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会
の諮問機関として指名委員会・報酬委員会を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、役付取締役３名、社外取締役４名で構成するこ
ととし、過半数が社外取締役となるように構成しております。

指名委員会

　指名委員会は、取締役候補者選任基準等に基づき、取締役候補者を選出しております。また再任の業務執行取締役については、取締役候補者
選任基準に加え、任期中の会社への貢献度および毎年取締役会において実施する取締役会の評価結果を踏まえて総合的に検討、議論を行い、
その結果を踏まえて取締役会で議論の上で決しており、高い透明性を確保しております。

報酬委員会

　当社の業務執行取締役の報酬は現金報酬と業績連動報酬（ストックオプション含む）で構成しております。報酬委員会では、当社報酬基準等に
基づき、業績、貢献度、役位等を考慮のうえ協議し、協議結果を踏まえて取締役会で議論のうえ決しており、高い透明性を確保しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬の内容

業績連動報酬については、当該連結会計年度の業績および次期の経営環境予想等に基づき各取締役の業務執行状況を加味した報酬評価基準
表により算定しております。

報酬評価基準表は、連結売上高、連結営業利益、連結経常利益、ROE等の各項目における開示値および前年同期との増減比較率より自動的に
算出される定量的評価基準と担当する業務に対する取組姿勢、結果から報酬委員会に協議された定性的評価基準に基づき作成しております。

ストックオプション報酬

ストックオプション報酬については、取締役新株予約権支給規則の定めに基づき、役位別に定めるストックオプション報酬額を当該新株予約権１個
当たりの公正価額を除した数を割り当てております。公正価額の算出はブラック・ショールズ・モデルを用いております。　ストックオプションについ
ては、内規で定める取締役新株予約権支給規則に基づき、毎年７月に１年分を付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して年額70百万円以内、240,000株以内でストックオプションとして新株予約権を
付与しております。2024年3月期における対象者は７名であります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2023年３月期における取締役および監査役の報酬額は以下のとおりです。

取締役８名（監査等委員および社外取締役を除く。）　 総額302百万円　 基本報酬196百万円　 業績連動報酬66百万円　 ストックオプション40百

万円

監査等委員1名（社外取締役を除く。） 総額11百万円 　　基本報酬11百万円

監査役１名（社外監査役を除く。） 総額４百万円　　　　基本報酬４百万円　　

社外役員7名 総額19百万円　　　 基本報酬19百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の決定方針

　当社は取締役会で取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の決定方針を決議しております。役員の報酬等の額又はその算定方法
の決定に関する方針は以下のとおりであります。

基本方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして十分に機能するように
株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具
体的には業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬(ストックオプション含む）により構成し、監督機能を担う社外
取締役についてはその職責に鑑みて基本報酬のみを支払うことといたします。



取締役および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2022年６月24日開催の第66期定時株主総会において、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の報酬額は年額320百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円）とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点
の取締役（監査等委員である取締役除く。）の員数は10名（うち社外取締役２名）であります。また、当該金銭報酬とは別枠で2022年６月24日開催
の第66期定時株主総会において、年額70百万円以内でストックオプションとして新株予約権を割り当てる旨のご承認をいただいております。当該
定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の員数は８名であります。

　監査等委員である取締役の金銭報酬の額は2022年６月24日開催の第66期定時株主総会において年額50百万円以内とご承認いただいておりま
す。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役２名）であります。

基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬(役位報酬）は、経済産業省の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指
針」および日本取締役協会の「経営者報酬のガイドライン」等を参考に算定を行っております。社外取締役は、役員報酬規程に基づき算出する固
定報酬のみとしております。

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬および業績連動報酬の金銭報酬については年額報酬を役員報酬規程に基づき、
毎月定期同額を支払うこととしております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポート担当部署は経営企画部が補佐を担当しております。監査等委員である社外取締役に対しては監査等委員会室が補佐を担
当しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会および経営会議

　当社の取締役会は、取締役12名で構成され、重要事項を決定するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。取締役会は原則として
毎月１回開催するほか、必要に応じて随時に開催しております。なお、12名中、社外取締役は４名であります。

　また、取締役会に付議すべき重要な案件に関する建議・答申を行う機関として、経営会議を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて随
時開催しております。当経営会議の構成メンバーは、取締役、社外取締役であり、職務執行についての個別具体的な対応等に関する事前審議・
チェック機関として有効に機能しております。

　なお、2023年３月期は取締役会20回、経営会議17回を開催いたしました。

２．役員の選任・指名について

　当社は、各役員の選任・指名については、取締役候補者の選定にあたっては、当社グループの営む事業であるプラスチック射出成形機の製造、
販売に関する適切かつ機動的な意思決定および業務執行の監督を行うことができるように、社内取締役については、上記事業に関する専門的な
能力、知識・知見を有する人物を候補者とし、社外取締役については、ステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して多様な
価値観による問題提起を積極的に行うことができる人材（女性や外国人を含む）を候補者とすることを前提としております。以上の方針に基づき、
役付取締役３名および社外取締役４名からなる指名委員会の答申を受けて取締役会で決定しております。

　また、監査等委員である取締役候補者につきましては、指名委員会での候補者選定後に監査等委員会の同意を得た後、最終的に取締役会で
決定しております。

　各役員の選任・指名の理由は以下の通りであります。

・依田穂積

　当社の取締役を24年間、代表取締役を22年間務めており、強いリーダーシップを発揮し企業価値の向上に寄与してきた実績を有しております。
今後とも持続的な成長と企業価値の向上を目指す強い意欲を有しており、当社の経営を担っていく上で適任であると判断いたしました。

　

・滝澤清登

　海外生産拠点の立ち上げ以来、常務取締役海外生産統括として、海外市場における製造、調達を推進してきた実績と、これらに関する豊富な経
験と高い見識を有していることから当社の経営および企業発展に貢献できると判断いたしました。

・小林孝浩

　当社入社以来、技術部、生産技術部、製造部、日精塑料机械（太倉）有限公司等の職務経験を有しており、また、技術、生産部門に関する豊富
な知識や見識を有しており、当社の経営および企業発展に寄与できると判断いたしました。

・碓井和男

　当社入社以来、技術部門において勤務し、技術部門の責任者等の経験を通じて、幅広く豊富な経験と高い見識を有しており、当社取締役技術
本部長として、その職務・職責を果たしており、当社の経営に貢献できると判断いたしました。

・堀内一義

　当社入社以来、経理・財務部門に携わり豊富な経験を有しております。連結子会社に関する諸問題に取組み、成果を上げており、随所で高い
リーダーシップを発揮しております。今後も取締役として当社の発展に寄与できるものと判断いたしました。

・桜田喜久男

　当社入社以来、製造部、テクニカルセンター、海外現地法人駐在等、多くの経験を積み業務全般に精通しております。特に営業部門におきまし
ては、東日本ブロック長、営業推進部長として営業の最前線にて顧客の開拓、深耕、維持に取り組み、成果を出しておりますことから当社の発展
に寄与できるものと判断いたしました。

・荻原英俊



　株式会社八十二銀行の常勤監査役を務めた経験から会社経営および会社法等の法令に関する豊富な知識、経験を有しております。専務取締
役等を歴任し優れた見識を備えており、引き続き経営の意思決定および経営判断の助言を行うことで企業発展に寄与できるものと判断いたしまし
た。

・平洋輔

　税理士として税務および会計に精通し、高度な専門知識を有し、その経験や知見を独立した立場から社外取締役として当社の経営に貢献できる
ものと判断いたしました。

・スティーヴンブルースムーア

　プラスチック業界専門誌等での勤務経験を通じてグローバルな視点でプラスチック産業全般に精通し、高度な知見を有しております。その経験や
知見を独立した立場から社外取締役として当社の経営に貢献できるものと判断いたしました。

・半田芳直

　内部監査部門において業務に携わってきた経験から財務、内部統制に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社に監査等委員であ
る取締役として適法性監査および取締役の職務執行の妥当性につき客観的立場から適切な監査が行えるものと判断いたしました。

・成澤一之

　株式会社八十二銀行の代表取締役を務め、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、独立した立場から当社の経営に関して有用な意
見等を頂いており、監査等委員である社外取締役として当社の経営に貢献できると判断いたしました。

・西田治子

　一般社団法人の代表理事等の非営利活動法人の運営に携わっていることおよび過去の勤務経験より企業経営、ガバナンスに関する豊富な知
見と高い見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適切であると判断いたしました。

３．報酬等の決定について

　取締役の報酬の決定については、　役付取締役３名と社外取締役４名で構成する報酬委員会において算定し、算定案を取締役会において協議
した上で決定する体制を敷いております。

４．監査等委員会および内部監査

　当社は監査等委員会設置会社を採用しております。

　監査等委員会は取締役全３名（うち社外取締役２名）で構成され、このうち常勤監査等委員は１名であります。なお、社外取締役２名は独立役員
をそれぞれ兼ねております。

　監査等委員会は、取締役会および経営会議への出席等を通じ取締役の職務執行を十分に監視できる体制をとっているほか、会計監査人と密に
連絡を取りながら監査の実効性を高めております。また、内部監査につきましては、内部監査室を置き当社グループ全体の業務執行の適正およ
び効率性につき監査を行い、ガバナンス体制の整備を図っております。

　

５．会計監査人

　会計監査人については、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約に基づき、公正かつ中立な立場から外部監査が有効に実施される環
境を整備しております。

　なお、2023年３月期における会計監査の体制は次のとおりであります。

（業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人）

公認会計士の氏名等所属する監査法人

指定有限責任社員業務執行社員由良　知久　EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員業務執行社員唯根　欣三　EY新日本有限責任監査法人

（監査業務に係る補助者の構成）

公認会計士２名

その他８名

（監査報酬）

監査証明業務に基づく報酬46百万円

６．その他

（１）職務執行の法令および定款への適合性を確保するため、複数の顧問弁護士から随時必要な助言を受けております。

（２）社外取締役の機能強化に関する取組状況について

　社外取締役の役割は、独立の立場から取締役の職務の執行を監視し、適切なコーポレート・ガバナンスの確保を図ることにあると考えておりま

す。当社において取締役12名のうち４名が社外取締役で共に独立役員および取締役会の諮問機関である報酬委員会、指名委員会を兼任してお

り、適切なガバナンスの確保に努めております。

　さらに、必要なセミナー、研修会を斡旋、または本人の希望に応じて会社の費用負担に参加し、必要な技能の習得を図っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。　社外役員につきましては、社外取締役を選任しております。

　当社の社外取締役は４名であります。またうち２名は監査等委員である社外取締役であります。

　社外取締役の役割は、独立の立場から取締役の職務の執行を監視および監督を行い、適切なコーポレート・ガバナンスの確保を図ることにある
と考えております。

　社外取締役１名は、税理士として税務および会計に精通し、高度な専門知識を有していることから、また、ほかの１名につきましては、プラスチッ
ク業界専門誌での勤務経験を通じてグローバルな視点でのプラスチック産業全般に精通し、高度な知見を有しており、両者とも社外取締役として
適切であると判断しております。

　また、監査等委員である社外取締役２名は、過去に他の会社の代表取締役を務めており、いずれも企業統治に関する豊富な経験と高い見識を
有していることから、両名とも当社の監査等委員として適切であると判断しております。

　なお、当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」の
基準を満たすことを前提として独自に以下の基準により判断しております。

・社外取締役候補者選任基準



①独立かつ客観的な立場から取締役会等で当社の経営に対し有用な意見を述べることができる経験、知見を備えている。

②当社の社外取締役に求められる経営陣と株主の利益相反行為の監督、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に述べることができる。

③経営陣幹部の選解任、その他重要な意思決定を通じ、取締役会の一員として経営の監督を行える能力を備えている。

④社外取締役として、取締役会、経営会議にそれぞれ75％以上出席できる時間を確保できる。また他の会社の役員との兼職については、取締役
会及び経営会議への出席がそれぞれ75％以上確保できることをもって「合理的な兼職の範囲内」とする。

⑤産業機械関係の製造業、企業法務、企業会計、会社経営のいずれかの知識が豊富で、当社の社外取締役として活動できる。

・監査等委員である社外取締役候補者選任基準

①独立かつ客観的な立場から取締役会、経営会議等で当社の経営に対し有用な意見を述べることができる経験、見識を備えている。

②監査等委員に求められる経営陣と株主の利益相反行為の監督、少数株主等のステークホルダーの意見を取締役会で述べることができる。

③経営陣幹部の選解任、その他の重要な意思決定を通じ、取締役会において有用な意見を述べることができる。

④監査等委員として、取締役会、経営会議に75％以上出席できる時間を確保できる。また他の会社の役員との兼職については、取締役会および
経営会議への出席がそれぞれ75％以上確保できることをもって「合理的な兼職の範囲内」とする。

⑤当社の監査計画に沿って、会計監査、業務監査を確実に行う時間、能力を有する。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日より３週間前を目安に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権の行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの環境を利用
した電磁的方法による議決権行使に参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知（狭義の招集通知および株主総会参考書類）につき英訳を作成し、自社のHP
（日本語、英語）に掲載しております。

その他
株主総会運営においてビジュアル化を進め、株主の皆様にわかりやすい株主総会に努め
ております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの説明会としては、本決算開示後、ならびに中間
決算開示後のタイミングで年２回実施しております。その他、必要に応じて工場
見学会等を実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
自社公式ホームページ上に「株主・投資家情報」の項目を設け、社長メッセー
ジのほか、適時開示情報、株式情報、IＲカレンダー等のコンテンツを掲載して
おります。

IRに関する部署（担当者）の設置
経営企画部がＩＲ担当部署となり、経営企画部管掌の取締役がIＲ活動を統括し
ております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「日精樹脂工業行動憲章」において株主・投資家、社員、社会、地球環境等との関係にお
ける役職員の行動指針および行動基準を規定しております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

１．環境問題に対する取り組み

当社グループは、地球規模での環境保全への対応につき経営の重要課題の一つとして捉
えております。グローバル視点による経営の基本を環境面から考え、海洋プラスチック問
題や脱炭素社会の実現、資源環境システムの構築といった問題に対し、各施策を推し進
めてまいります。これらの取り組みは社内プロジェクトにおいて統括し、部門毎の進捗管理
を行い、当社から社会へ新しい価値を提供し、企業利益、価値の向上を目指してまいりま
す。

　また、環境理念および環境方針に基づき、太陽光発電設備の利用、ごみゼロ運動の推
進等を通じて環境保全のための全社的な取組を継続しております。本社研究開発センター
および品質管理棟を「ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」に改修し、建設物省エネル
ギー性能表示制度（BELS）の評価で「ZEB　Ready」に認証される等、更なる環境負荷低減
に向けた取り組みを実施しております。

2．環境対応技術

持続可能な資源循環型社会の実現や脱炭素による地球温暖化抑制に向けた取組みとし
て植物由来の環境対応素材「ポリ乳酸（ＰＬＡ）」の用途を拡大した射出成形システムを開
発、拡販に努めております。

3．サステナビリティへの取り組み

当社は、環境経営プロジェクトにおいて、地球規模の環境変化、社会情勢の変化を想定し
て、経営課題を特定し、環境課題および社会課題の解決を進める中で、企業グループとし
てのビジネスチャンスを創出して行くことを目指しております。サステナビリティ全体に関す
る取組は、社会、環境、人財、ガバナンスを軸に取り組みを進めております。

その他

１．健康経営の取組

当社では従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営課題として捉え、その実践を図るこ
とで従業員の健康維持・増進と会社の生産性向上を目指しており、取組が優良であるとし
て、経済産業省より健康経営優良法人として認定を受けております。

取組内容

①社内喫煙率の低減

　当社の喫煙率を２％削減することを目標として取組を実施しております。

②メタボ率の低減

　当社のメタボ率を10％低減することを目標として取組を実施しております。

２．ダイバーシティの推進

　当社は、社員が仕事と家庭を両立することができ、その能力を十分に発揮できる職場環
境を整備し、次世代育成支援を実施しております。

①仕事と家庭の両立促進

　男性社員への育児休業等の周知と取得を促進しております。仕事と家庭の両立支援制
度をホームページで周知しております。

②メリハリのある働き方でワークライフバランスを実現

　所定労働外労働時間の削減を徹底しております。メリハリのある働き方の実現のため、
有給休暇の取得を促進しております。

③次世代育成支援

　人材育成、キャリア促進の取組を実施しております。若年層の勤労観、就労観を養うた
め、就業体験や会社見学の機会を提供しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において業務の適正を確保するための体制として次の通り決議しております。

１．取締役、使用人に職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社及びグループ会社は「プラスチックをとおして、人間社会を豊かにする」の経営理念に則った「日精樹脂工業行動憲章」に基づき法令遵守と
社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。

②取締役会は「コンプライアンス規程」を定め、法令、社内規則及び企業倫理の遵守を徹底し、当社及びグループ会社に勤務するすべての者がこ
れを遵守する。

③取締役会は、法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止と社内通報制度を整備し、迅速かつ適切な対応を図る。

④取締役会は、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、警察等の関係行政機関と連携を取りながら反社会的勢
力との関係を遮断する体制を整備し、当社及びグループ会社に勤務する全ての者がこれを遵守する。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

①取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、法令等の定めに基づき文書等を保存管理するほか、文書規程及び情報管理規程
に基づき、適切な保存管理を行う。

②諸規程の適正な運用を図るとともにその保存媒体に応じ適切かつ確実に検索性の高い状態で保存及び管理を行い、必要に応じて体制の見直
しを図る。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役会は、損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、リスク管理規程に基づき、会社のリスクの把握及び管理を行う。

②各部門を管掌する取締役は担当職務に内在するリスクを把握、分析評価を行い適切な対策を実施する。

③不測の事態及び災害、システム障害等への対応として、社内規程等に基づき体制を整備しつつ、事業継続計画（BCP）及び各マニュアル等の着
実な運用を図るとともに想定される様々な災害等のリスクによる損害を最小限に止める体制を整える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制



①取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するため、取締役会は取締役会規程に基づき原則月１回開催し、必要に応じて随時
開催する。当社の経営方針及び経営戦略に係わる重要事項については、経営会議において事前に協議を行い、その審議を経て取締役会におい
て決議を行う。

②取締役会の決定に基づく職務執行については、職務権限規程等に基づき業務所管部署の責任と権限を定め、適正な体制を確立する。必要に
応じてこれらの諸規定を見直し、効率的な職務執行体制を維持する。

③取締役会の実効性の評価を行い、透明性の高い経営体制を維持する。

５．当社並びに連結子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①連結子会社を中心とするグループ会社全てにおける企業集団として業務の適正を確保するために、関係会社管理規程及び海外グループ会社
管理規程を定め、経営管理体制を統制する。

②多様化する業務の適正を確保するために、連結子会社等の取締役及び使用人は、規程等に基づいたグループ会社の経営上の重要な事項に
関しては、当社への協議及び報告を通じて連結子会社等の経営管理を行う。

③当社及び連結子会社は、財務報告の適切性・信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制体制を整備する。

６．監査等委員会の監査環境に関する体制

①監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

　監査等委員会の職務を補助するため、必要に応じて監査等委員会室を設置しスタッフを置くこととし、その人事については、監査等委員を除く取
締役と監査等委員会が意見交換する。

②当該使用人の監査等委員を除く取締役からの独立性に関する事項

　指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、監査等委員を除く取締役の指揮命令は受けないものとする。

③取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

　監査等委員を除く取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人が監査等委員会に対して報告すべき事項及び方法については法令及び規
程に準ずるものとし、その他は取締役会と監査等委員会との協議により決定する。前記に係らず監査等委員会は必要に応じて監査等委員を除く
取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来る。

④監査等委員会に報告した監査等委員を除く取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制

　社内通報制度において監査等委員会に報告する体制及び規程を整備する。

⑤その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会は、監査上の重要事項につき代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題につき意見交換を行う。また会計監査人と定
期的に会合を持ち、意見、情報交換を行うなどの連携を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力に対し、「日精樹脂工業行動憲章」に次の事項を定め、取組を実施しております。

（１）市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する。

（２）反社会的勢力に対する利益供与は一切行わない。

（３）反社会的勢力に対する情報をグループ内で共有し、報告、対応に関する体制を整備する。

（４）業界・地域社会で協力し、警察等の関係行政機関と緊密な連携を取って反社会的勢力の排除に努める。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

１．適時開示に関する基本方針

　当社は、企業内容の積極的かつ公正な開示を東証の「会社情報適時開示ハンドブック」に則り、当社および子会社の業績、運営、業務等に関す
る開示を行っております。株主・投資家の有価証券の投資判断に影響を与える可能性がある重要な会社情報について、公正かつ適時・適切な開
示を行う事により、株主・投資家・地域社会をはじめとするステークホルダーの当社グループに対する理解を促進し、その適正な評価に資すること
を基本方針としております。

２．社内体制

　当社は、適時開示に係る開示責任者を経営企画部管掌取締役と定めております。また、開示担当部門を経営企画部とし、情報取扱責任者を経
営企画部長と定めております。

　適時開示の対象となり得る情報が開示すべき情報に該当するかの判断は、原則として開示責任者（経営企画部管掌取締役）と情報取扱責任者
（経営企画部長）の２名による協議により行っております。

３．開示の実施

　経営企画部長は、開示すべき情報の対象となり得る情報（決定事実、発生事実、決算情報等）の収集・集約に努め、取締役会決議事項（決定事
実、決算情報）については、取締役会決議に基づき、またそれ以外（発生事実等）については、代表取締役の承認に従い、開示担当部門（経営企
画部）が開示を行います。

　開示すべき情報は、その種類、開示のタイミング、関連法令の法定要件等を勘案し、証券取引所の適時開示情報伝達システム（ＴＤＮＥＴ）、金融
庁の電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）、複数報道機関へのニュース・リリース、当社ホームページへの掲載をもって開示することとしております。

４．内部情報の管理



　当社は、インサイダー取引規制規程を定めており、重要事実等の内部情報に係わる管理を徹底し、社内研修等を通じて、内部者取引を未然に
防止するとともに、証券市場における会社の信頼確保に努めております。
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